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現在進行中の各種規制改革推進策はご覧のように、主として経済界の特区提

案や外国よりの圧力が原動力となっているものです。地方公共団体の地方分権

要望などはもともとポツポツとあったものです。

ですから、小泉改革の基本となっているものは、政府の出費削減、経済の活

性化といえば聞こえがよいのですが、本当の狙いは巨大企業の活性化と利潤追

求の手助けにあります。郵政改革は、米国が１０年前から日本に強く求め続け

てきた「年次改革要望書」(米国大使館ホームページ日本語版参照)の通り、郵

政改革後の簡易保険１２０兆円を巡り、米国損保会社にも参入させろという要

望にぴったり合っています。混合診療全面解禁も、米国の製薬業界、医療サー

ビス業界、保険業界などの大企業を日本の医療界に参入させるために、米国が

要求しているところです(文芸春秋１２月号９４頁「奪われる日本」関岡英之

氏の論文を参照してください)。そして、その証拠を次に説明します。

２．規制改革を行おうとしている政府組織
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５つの組織がありますが、医療関係者は一人も入っていません。経済界主導

で行われているのです。経済学者は何人か入っていますが、医療の現場は知ら

ず、財界人寄りの人達です。リードしているのがオリックスの宮内議長、旭リ

サーチの鈴木副議長、そして日本経済研究センターの八代理事長です。
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規制改革・民間開放推進会議委員名簿

役 職 氏 名 肩 書 き

CEO議 長 宮内 義彦 オリックス株式会社取締役兼代表執行役会長・グループ

議長代理 鈴木 良男 株式会社旭リサーチセンター代表取締役社長

委 員 神田 秀樹 東京大学大学院法学政治学研究科教授

草刈 隆郎 日本郵船株式会社代表取締役会長〃

黒川 和美 法政大学経済学部教授〃

志太 勤 シダックス株式会社代表取締役会長〃

白石 真澄 東洋大学経済学部社会経済システム学科助教授〃

南場 智子 株式会社ディー・エヌ・エー代表取締役〃

原 早苗 埼玉大学経済学部、青森大学経営学部非常勤講師〃

本田 桂子 ﾏｯｷﾝｾ ﾞｰ・ｱﾝﾄﾞ ・ｶﾝﾊﾟ ﾆｰ・ｲ ﾝｸ・ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ〃

矢崎 裕彦 矢崎総業株式会社代表取締役会長〃

八代 尚宏 社団法人日本経済研究センター理事長〃

安居 祥政 帝人株式会社取締役会長〃

とくに医療改革の答申に深く関与している規制改革・民間開放推進会議の下

請けである主要官製市場改革ワーキング・グループでは、上記の人々が入って

おり、極めて露骨な言葉で、医療の現場にいかにして企業が参入するかという

ことが論じられております。

厚生労働省には当事者能力がないとか、凄まじいことも言っています(平成

１６年６月「第２回主要官製市場改革ワーキンググループ議事録」参照)。

確かに厚生労働省は、高度先進医療には安全性・有効性が確保されない恐れ

があるとして、無制限に自費診療を認めることには慎重です。しかも、これか

、 。らの先進医療には相当な経費がかかり お金持ちしかその恩恵に預かれません

これが拡大されていくと現行国民皆保険制度の平等性も確保されなくなる可能

性が大きいのです。

病院協会と日本医師会とは意見が違うとか言っておりますが、実際は日本の

４病院協会は、日本医師会と同様に混合診療反対の声明を出しており、事実を

誤認した形でこの公的委員会が運営されているのです。

「市場原理が医療を亡ぼす････アメリカの失敗」という本の中で、李啓充とい

う人は、この開放推進会議等の議長たちは、利害が抵触する立場の人々を、公

的政策の立案・実施から遠ざけるという非常によくない方法を取っていると述

べています。

これら利を得やすい人たちのみが委員であるということは、この会議が民主

的ではないということになります。これらの人々がどこで医療に参入するかは
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」「各企業はどこで医療へ入ろうとしているのか

■オリックス(宮内 義彦)

医療保険関係、病院への運転・設備資金融資、医療機器等リース(藤沢薬品等)

■旭リサーチ(鈴木 良男)

医薬品・医療機器(旭化成ファーマ)、人工腎臓、交換膜等。ゴールドマンサックス証券

関与

■日本郵船(草刈 隆郎)

大株主が保険会社(東京海上、明治安田生命保険、チェースマンハッタン銀行)

■シダックス(志太 勤)

病院・老人介護施設給食関係、産科保育園等

■ディー・エヌ・エー(南場 智子)

企業 戦略会議委員(高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・小泉純一郎、IT IT
細田博久、坂口 力、竹中平蔵、宮内義彦等が加わっている。)

■マッキンゼー(本田 桂子)

経営コンサルタント、ヘルスケア消費財等

■矢崎総業(矢崎 裕彦)

在宅介護保険、ガス警報器とセキュリティ、介護施設・薬局ネットワークと人材派遣

■帝人(安居 祥政)

医薬医療事業(帝人ファーマ)

■セコム(木村 昌平)

公費負担分医療保険、各種疾病保険

上の表の通りですが、ほとんどの企業が利を得るようになっています。特に

保険会社は虎視タンタンと餌を狙っています。

この主要官製市場改革ワーキング・グループの議事録は公表されていないよ

うですが、規制改革関連のあらゆる会議は情報公開を原則とすると決められて

おりますから、市民団体は議事録公開を要求する権利があります。

３．どのような内容が検討されているのでしょうか

○混合診療解禁（特別区法の下で申請する医療機関を認める）

厚生労働省････ 保険外診療を無制限に認めることは安全性・有効性が確保

されない恐れがある。現在の特定療養費制度(注)の中で対処すべきだ。

(注)特定療養費とは、保険で認められていない高度先進医療を希望する患者に対して

医療機関が地方社会保険事務局に申請すれば、中医協などの審議を経て、厚生労働省
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が許可するものです。しかし、倫理的な問題か、安全性の問題かで認められないもの

も多くあります。例えば、肺がん治療薬イレッサ(注１)の事件のように安全性を無視

、 。すると 許可して２年間で５８８名が死亡するといったような重大なことが起きます

(注１) 平成１７年１月

２１日の新聞に、肺がん

治療薬イレッサが、厚生

労働省が使用を認めた結

果、２年間で５８８名の

副作用死亡者が出たこと

が掲載されました。これ

について、患者側弁護士

は「厚生労動省は承認を

早すぎた」と言い、厚生

労動省は一度承認した以

上は、簡単に撤回出来な

いらしく「当面は使用規制の必要なし」と言っています。これも患者や製薬会社の要望が

強く、承認されたものですが、外国薬品の副作用検証の困難さ、法的に認めたものはすぐ

には撤回出来ない法的な事情というものを浮き彫りにしています。

推進会議････ 特定療養費

制度の中で中医協の審議を

経ているのでは迅速化、透

明性の確保、利用者の気持

に沿いにくい。

つまり、我々医療担当者

からみれば、図のように将

来は、自費部分が本来の保

険部分に食い込んで、つい

には保険部分を押し潰して

しまうことになると、非常

に危惧しています。
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○株式会社の医療経営参

入

厚生労働省･・･医療費

の高騰を招く恐れがあ

る。利益が上がらない場

合は、撤退するから地域

医療を適切に確保できな

い。

推進会議････法人形態

によって保険診療の価格

が上下し、医療費が上が

るということは考えられ

ない。現行の医療法人で

も倒産はあるではない

か。

○特別区法の仕組み

既に出ている申請の中

には、北九州市での国保

の審査を独自に強化し、

医療費削減を計るという

もの、草加八潮の医療ビ

ル設立、宮崎市医師会、

遠野市医師会、名古屋市

医師会などの健康サービ

ス・ネットワーク造り、

春日部市における診療所

をかかりつけユニットと

して住民へのヘルスサー

ビスの提供とユニット参

加医療機関における医療材料の共同購入、住民へのアイシー・カード発行によ

り共通診察券の利用、などがあります。

特別区法にも一見良さそうな部分がありますが、これらのことを実施してう

まく行かなかったとき、或いは住民に迷惑がかかったとき、国・市町村はどの

程度の責任をとるのか、どの程度の監督義務を負うのか、明らかにされていま
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せん。

例えば、特別区法にもとづいて或る地方の個人がドブロクを製造してもよい

ことになった、と新聞に出ていましたが、これを契機として民間でばらばらと

日本酒を作り始めたなら、いままで酒造会社が厳しい国税庁の監視のもとでや

ってきたことは何だったのか、酒の品質管理はどうなるのか、流通機構すらめ

ちゃめちゃになってしまうのではないか、といった危惧を小泉さんは持ってい

るのかどうか、ということになります。

また特別区法で、福岡県の竹田総合病院、茨城の日立製作所日立総合病院な

どから、フィリピン看護師の受け入れ申請が出ていますが、受け入れた場合、

数年後にそれらの看護師達が、個人的に全国に散らばることは十分予想されま

す。その時、他県がそれをどう対処するのか、追跡調査、ビザの延長、その他

法的管理に国はどのような権限を持って責任を取るかが明確にされてません。

このまま進めば医師はもちろん歯科医師、薬剤師の外国人の受け入れも認め

られるでしょう。

また、安全性が確認されていない高度先進医療を特別区法で行われた場合、

基礎的な術前の血液や尿などの一般検査は健康保険を使い、当然保険財政に負

担はかかり国民皆保険に余分負担がかかります。しかも特別区では、経済的に

豊かな患者さんしかその治療を受けられません。医療の平等性が失われる訳で

す。

更に、大会社が経営する保険会社が高度先進医療を保証する高価な疾病保険

を発売して金儲けをするでしょう。規制改革・民間開放推進会議の議長は、オ

リックス生命の総帥でもあります。トヨタ、ソニーなども生保会社を持ってい

ます。

こと医療に関しては、一歩間違えれば生命が失われたり、身体に障害が出た

りする訳ですから、その被害救済システムも作らず、医療事故紛争になったと

きの所在も明らかにせず、規制改革を行おうとしている小泉さんは一体何を考

えているのか。もう少し慎重に深く考えてほしいと思います。

私の話はこの頁はこれで終わりですが、今これほど露骨に企業原理だけで医

療制度がいじられようとしていることは、過去にありませんでした。まさに、

我々は国民皆保険制度を守るための正念場を迎えているのであります。各医療

機関や医療保健衛生関連団体が行っている国民皆保険制度を守る署名運動に、

県民の皆さんの深いご理解とご支援をお願いする次第です。

全国から集まった皆さんの署名は、日本医師会で取りまとめ、衆参両議院議

長に手渡し請願する予定です。


